
��

「
つ
た
え
た
い
、
大
切
に
す
る
と
い
う
事
」

湯
原

橋
本　

隆
行　

さ
ん

　

最
近
や
た
ら
と
、
エ
コ
と
い

う
言
葉
を
耳
に
し
ま
す
。
テ
レ

ビ
や
ラ
ジ
オ
で
も
エ
コ
を
取
り

あ
げ
て
い
ま
す
。「
エ
コ
と
い

う
言
葉
は
昔
は
な
か
っ
た
だ
け

で
、
昔
か
ら
自
然
に
し
て
い
た

事
か
な
。」
と
思
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
生
ゴ
ミ
を
畑
の
こ

や
し
に
し
た
り
、
家
畜
の
エ
サ

に
し
た
り
し
ま
す
。
家
畜
の
堆

肥
も
畑
に
入
れ
る
と
野
菜
の
成

長
に
役
立
ち
、
成
長
し
た
野
菜

を
私
達
、
人
間
が
食
べ
て
い
ま

す
。
子
ど
も
の
学
校
で
も
生
の

堆
肥
を
使
い
畑
で
野
菜
を
作
っ

て
い
ま
す
。
今
は
、
ど
こ
の
店

に
行
っ
て
も
野
菜
は
す
ぐ
に
買

え
ま
す
が
、
作
る
と
な
る
と
大

変
で
す
。
私
も
小
学
生
の
時
に
、

同
じ
事
を
し
ま
し
た
。
小
学
生

の
時
は
、「
大
変
だ
。
い
や
だ
。」

と
い
う
思
い
し
か
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
で
も
大
人
に
な
っ
て

み
る
と
、「
あ
の
時
す
ご
く
い

い
経
験
を
し
た
な
」
と
思
い
ま

す
。

　

私
も
今
で
は
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
会
員

に
な
り
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
集
ま
り
の

時
は
、
ゴ
ミ
を
少
な
く
す
る
た

め
、
マ
イ
は
し
、
マ
イ
コ
ッ
プ

持
参
が
ご
く
自
然
に
身
に
つ
い

て
き
ま
し
た
。

　

使
い
捨
て
は
、
便
利
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
使
い
終
わ
っ
た
ら

ゴ
ミ
に
な
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん

環
境
に
も
よ
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

子
ど
も
を
持
つ
親
と
し
て
子

ど
も
が
い
ろ
い
ろ
な
行
動
を
通

し
て
食
べ
物
を
大
切
に
す
る
事
、

物
を
大
切
に
す
る
事
を
学
ん
で

欲
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

次
回
は
市
川
俊
明
さ
ん（
関
）

に
リ
レ
ー
さ
れ
ま
す
。
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■納期内納付にご協力を

　町税は、納税者の皆さんから納期内に納めていただく事になっております。納税をうっかり
忘れて、納期限を過ぎても納めていただけないときは、督促状や催告書をお送りしています。
督促や催告をそのままにしておきますと、延滞金がついたり差し押さえなどの滞納処分になっ
てしまうこともあります。また、納税の意思がない場合などは、「仙南広域事務組合」の滞納
整理業務に移管される事になります。
　このように町税の滞納は、納税者に不利益となるばかりでなく、滞納整理に費用が伴い、こ
の費用も税金から支出することになってしまいます。税金を本来の目的に有効に活用できるよ
うに、納期内納付にご協力ください。

税金の納付と督促

　町税等が納期内に納入されない場合は、納期毎に督促状が発行されます。
　口座振替（引き落とし）ができなかった場合は、再度の振替が行われませんので「納付書」
によりまして、直接金融機関等の窓口で納めて頂くことになります。
　「国保税」を例にして、税の賦課から納付、督促までの流れを説明します。

■督促について

◆例 ：国保税の賦課から納付・督促までの流れ◆

７月 15 日　納付通知書送付
納付通知

７月 31 日　収納確認
納期限

８月 10 日頃　　口座振替不能通知（納付書）発送

８月 20 日頃　　納付書払い未納者督促状発送督促発送

督促手数料

延滞金

　期別毎に１件につき 100 円の
督促手数料を納入して頂きます。

督促状発付の日から起算して 10
日を経過した日までに完納され
ないときは滞納処分を受けます。

延滞金の利率は、14.6％です。

■滞納処分は、社会的信用に影響

　滞納処分の執行を受けることは、納税者の日常生活や社会的信用にも大きな影響を及ぼすこ
とがあります。万一、滞納額が生じた場合は、お早めに納税相談を行う事をお勧めします。

■夜間納税相談の実施

　仕事などの事情により日中の納税相談が困難な方を対象とした「夜間納税相談」を開設しま
す。予約制で、他の納税者と一緒になることはありません。相談の秘密は守られますので是非、
ご利用下さい。
◎日時　　９月 10日（木）、11日（金）　午後６時から８時まで
◎場所　　税務課会議室
◎受付　　予約制です。【事前に電話で申し込み下さい】

滞納処分

この社会あなたの税が生きている

問い合わせ先　税務課　担当　猪狩　電話　３７−２１９３

　町では、多年にわたり社会に尽くしてこられた高齢者を敬愛し、長寿を祝うため、敬老祝い

金を贈呈しています。

　今年の対象者は下表のとおりです。

　９月１５日に自宅へ直接お届けに参りますので、お受け取り下さい。

　なお、対象の方々へは改めてご通知申し上げます。

敬老祝い金をお届けする方々 金　　　額

喜寿　今年中に７７歳に達する方
（昭和７年に生まれた方）

１０，０００円

米寿　今年中に８８歳に達する方
（大正１０年に生まれた方）

３０，０００円

白寿　今年中に９９歳に達する方
（明治４３年に生まれた方）

５０，０００円

今年中に１０１歳以上の方
（明治４１年以前に生まれた方）

５０，０００円

※　�今年の１月１日現在で、本町に引き続き１０年以上住所を有す
る方が対象になります。

※　�満１００歳になる方には、特別敬老祝い金として誕生日に
５０万円を贈呈しています。

問い合わせ先　保健福祉課　福祉係　担当　木村

３７−２１１４

敬老祝い金をお届けします

以降、納期毎に同じように収納確認と未納督促が行われます

・１円の不足でも口座引き落としができませんので、期日前には残高確認を行いましょう。

　【再度の引き落としは出来ません。】

・毎月の納税は、町だよりにも掲載していますのでご覧下さい。


